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年
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（
質
問
の 

一
五
） 

答

弁

第

一

五

号 

   

衆
議
院
議
員
島
本
虎
三
君
提
出
伊
達
発
電
所
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付 

す
る
。 

内
閣
衆
質
七
八
第
一
五
号 

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
前

尾

繁

三

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
島
本
虎
三
君
提
出
伊
達
発
電
所
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

発
電
所
を
組
成
す
る
個
々
の
電
気
工
作
物
の
工
事
計
画
は
、
電
気
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
通
商
産
業
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
電
気
工
作
物
を
「
伊
達 

 

発
電
所
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
す
る
統
一
見
解
」
で
は
「
発
電
所
に
係
る
個
別
工
作
物
」
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
つ 

て
、
特
に
問
題
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

な
お
、
伊
達
発
電
所
を
組
成
す
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
発
電
の
た
め
に
設
置
す
る
工
作
物
は
、
い
ず
れ
も 

 

右
統
一
見
解
に
い
う
「
発
電
所
に
係
る
個
別
工
作
物
」
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

1 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
は
、
法
第
八
条
第
一
項
に
基
づ
く
発
電
所
の
設
置
の
許
可
申
請
の
段
階
に
お
い
て 



3 

平
穏
の
う
ち
に
説
明
会
を
開
催
で
き
る
見
通
し
に
な
い
こ
と
は
、
は
な
は
だ
遺
憾
で
あ
り
、
通
商
産
業
省 

2 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
は
、
昭
和
五
十
年
六
月
九
日
及
び
十
日
の
両
日
伊
達
市
関
係
住
民
に
対
し
て
本
件 

パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
設
置
計
画
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
し
よ
う
と
し
た
が
、
平
穏
の
う
ち
に
こ
れ
を
行
う
見 

 

通
し
が
た
た
な
く
な
り
、
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
止
む
な
く
断
念
し
、
別
途
、
少
人
数
を
対
象
と
し
た
説
明 

 

会
を
七
十
三
回
に
わ
た
り
開
催
す
る
と
と
も
に
、
環
境
保
全
に
関
す
る
説
明
資
料
を
配
布
し
、
地
元
住
民
に 

 

対
し
て
理
解
と
協
力
を
求
め
て
き
た
と
聞
い
て
い
る
。 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
係
る
法
手
続
及
び
関
係
住
民
の
意
思
を
無
視
し
た
事
業
計
画
を
立
て
て
い
た
と
い
う 

 
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
許
可
後
に
お
い
て
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
係
る
安
全
対
策
及
び
環
境
保
全
対
策
に 

 

慎
重
を
期
す
る
と
と
も
に
、
広
報
活
動
等
を
積
極
的
に
行
つ
て
関
係
住
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
で
き 

 

る
限
り
の
努
力
を
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
法
第
七
条
第
三
項
に
基
づ
く
指
定
期
間
の
延
長
は
止
む
を
え
な 

 

い
も
の
で
あ
つ
た
と
考
え
る
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

(一)
1 

内
閣
衆
質
七
七
第
三
五
号
答
弁
書
で
「
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
し
た
資
料
は
、
北
海
道
電
力
株

式
会
社
が
作
成
し
た
「
伊
達
発
電
所
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
環
境
調
査
資
料
」
（
昭
和
五
十
一
年
六
月
）
及
び
「
敷
設

地
盤
の
透
水
性
に
つ
い
て
」
（
昭
和
五
十
年
五
月
）
等
の
補
足
資
料
で
あ
る
。 

2 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
環
境
審
査
の
資
料
は
、
右
の
三
に
つ
い
て

(一)
1
で
述
べ
た
「
伊
達
発
電
所
パ
イ 

プ
ラ
イ
ン
環
境
調
査
資
料
」
及
び
北
海
道
電
力
株
式
会
社
が
作
成
し
た
「
伊
達
、
室
蘭
地
方
の
地
中
温
度
」

（
昭
和
五
十
年
九
月
）
、
「
置
換
砂
土
質
試
験
」
（
昭
和
五
十
一
年
四
月
）
、
「
敷
設
地
盤
の
透
水
性
に
つ
い
て
」

（
昭
和
五
十
年
五
月
）
、
「
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
経
過
予
定
地
の
交
通
量
調
査
」
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
）
等
の
補
足

資
料
で
あ
る
。 

に
お
い
て
は
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
に
対
し
て
、
可
能
な
手
段
を
講
じ
て
関
係
住
民
と
の
話
合
い
を
行
う 

 
等
地
元
の
合
意
を
得
る
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
払
う
よ
う
指
導
し
て
き
た
。 

五 

 



四
に
つ
い
て 

(二)
1 

地
下
水
の
流
向
、
流
速
及
び
層
厚
を
判
断
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
右
の
三
に
つ
い
て

(一)
1 

で
述
べ
た
「
伊
達
発
電
所
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
環
境
調
査
資
料
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。 

3
及
び

(二)
2 

環
境
庁
に
お
い
て
は
、
北
海
道
当
局
に
対
し
て
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
に
関
し
環
境
保
全
上
十 

分
検
討
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
北
海
道
当
局
が
こ
れ
を
受
け
て
北
海
道
電
力
株
式
会
社 

 

に
検
討
を
指
示
し
た
結
果
提
出
さ
れ
た
報
告
書
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
に
同
社
が
作
成
し
た
「
伊
達
発 

 

電
所
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
設
置
に
係
る
環
境
保
全
対
策
及
び
同
資
料
編
」
で
あ
る
。 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
地
下
水
に
与
え
る
影
響
に
関
す
る
環
境
審
査
は
、
地
下
水
の
管
轄
責
任
の
所
在
と
は 

な
お
、
環
境
庁
に
お
け
る
検
討
は
、
法
第
四
十
一
条
に
基
づ
く
工
事
計
画
認
可
に
際
し
通
商
産
業
省
が 

 

作
成
し
た
「
伊
達
発
電
所
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
環
境
審
査
報
告
書
」(

昭
和
五
十
一
年
九
月)

に
基
づ
い
て
行
わ
れ 

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



五
に
つ
い
て 

六
及
び
七
に
つ
い
て 

本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
植
生
へ
の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
敷
設
に
係
る
土
中
温
度
分 

 

布
予
測
結
果
に
基
づ
く
用
地
境
界
部
に
お
け
る
土
中
温
度
へ
の
影
響
と
、
植
被
、
土
質
、
日
射
等
の
地
表
面
付 

 

近
の
土
中
温
度
へ
の
影
響
を
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
深
さ
五 

 

〇
セ
ン
チ
に
お
い
て
摂
氏
四
〇
度
以
下
」
と
い
う
よ
う
な
一
律
の
判
定
基
準
は
採
用
し
て
い
な
い
。 

別
に
、
電
気
事
業
を
所
管
す
る
通
商
産
業
大
臣
が
専
ら
電
気
工
作
物
に
係
る
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
行
つ
た 

 

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
環
境
庁
に
対
し
て
意
見
を
照
会
し
た
。 

御
指
摘
の
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
設
置
に
よ
る
地
下
水
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
一
条
に
基
づ
く
認 

 

可
の
際
に
環
境
審
査
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
審
査
は
、
右
の
三
に
つ
い
て

(一)
1
で
述
べ
た
各
資
料
に 

基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

七 

 



 

八 

な
お
、
本
件
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
植
生
へ
の
影
響
に
関
す
る
環
境
審
査
に
当
た
つ
て
は
、
耕
作
地
周
囲
の
樹
木 

 

へ
の
悪
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




